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介護職員処遇改善計画書の内容が、全ての介護職員に周知されていない。×

賃金改善所要額が、加算による収入額（加算総額）を下回っている。×

（ポイント）

・ 平成２５年度介護職員処遇改善加算の算定について」「

・平成２４年度に引き続き平成２５年度も算定する場合、あるいは、平成２５年４月から

新たに算定する場合は、平成２５年２月２８日までに、平成２５年度介護職員処遇改善

加算届出書等を提出すること。

・平成２４年度に引き続き平成２５年度も算定する事業者については、就業規則（給与規

程）及びキャリアパス要件等届出書等について、平成２４年度に提出済みの書類からの

変更がない場合は、申立書を提出することにより省略することが可能。

・ 平成２４年度介護職員処遇改善加算の実績報告について」「

・平成２４年度に当該加算を算定している事業者は、平成２５年７月末日までに、実績報

告書を提出すること。

・記入例を参考にして作成すること。

別紙様式５の①「平成２４年度分介護職員処遇改善加算総額」には、平成２４年４月～・

平成２５年３月サービス提供分までの加算総額（利用者負担額を含む）を記入する。

ただし、平成２５年３月サービス提供分の月遅れ請求分は含まない。つまり、国保連に

おける平成２４年５月～平成２５年４月審査分までの加算総額（利用者負担額を含む）

を記入することになる。 ＜国保連から通知されている金額を足しあげること。＞※

実績報告で、賃金改善所要額が加算による収入額（加算総額）を下回った場合、加算の・

算定要件を満たしていないため、全額返還となる （差額の返還ではない ）。 。

、 、 。また 実績報告を提出しない場合も全額返還となるので 必ず期限までに提出すること

、 （ ） 、・仮に現時点で 賃金改善所要額が加算による収入額 加算総額 を下回っている場合は

一時金や賞与として追加支給されることが望ましい。

※ 国保連から通知されている金額には、保険給付分の利用者負担額は含まれているが、

区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額は含まれていないため、区分支給限

度基準額を超えたサービスに係る加算額を利用者から徴収している場合は、その金額を

合算すること。
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平成２４年１２月 

                                                          岡山市事業者指導課 

平成２５年度介護職員処遇改善加算の算定について

平成２５年度介護職員処遇改善加算の算定にあたっては、以下の手続きをお願い

します。

 なお、岡山市においては、事業者の事務負担を軽減するため、事業所単位ではな

く、法人単位で書類を作成し提出することが可能です。（処遇改善交付金の取り扱

いと同様です。） 

※ 手続きの詳細については、平成２４年度集団指導時に説明を行います。また、

 提出書類の様式は、岡山市事業者指導課ホームページからダウンロード可能です。

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00004.html

※ 障害福祉サービス事業所を対象とした、福祉・介護職員処遇改善加算については、 

以下の手続きは適用されませんので、ご留意願います。

１．提出期限について

 （１）平成２４年度において、介護職員処遇改善加算を算定している事業者

   下記３＜提出書類＞を平成２５年２月２８日（木）までに提出すること。

 （２）平成２４年度において、介護職員処遇改善加算を算定していない事業者 

あるいは、キャリアパス要件等に関する適合状況に変更（キャリアパス要件等の 

適合状況ごとに定める率が変動する場合等）がある事業者

   下記３＜提出書類＞に加えて、他の加算と同様に、

    ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

    ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

   を、新たに算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出すること。

２．提出先について

 提出書類の提出先は、介護サービス事業所の指定権者になります。

 岡山市内に介護サービス事業所がある事業者

⇒ 岡山市保健福祉局事業者指導課

      〒７００－０９１３ 岡山市北区大供三丁目１番１８号 ＫＳＢ会館４階

＜ 注  意 ＞ 

  ※ 岡山市以外にも介護サービス事業所がある事業者については、他の指定権者に

   も手続きが必要です。岡山市以外の指定権者への提出方法、提出部数については、

   各指定権者へご確認ください。
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３．提出書類について

※ 介護職員処遇改善計画書（別紙様式２）を法人単位で作成する場合は、法人単位

   での＜提出書類＞を各１部提出してください。

   （事業所単位で提出する必要はありません。） 

＜提出書類＞ （※のある書類は記入例あり） 

□ 介護職員処遇改善加算届出書チェックリスト

□ 介護職員処遇改善加算届出書 （別紙様式３、４）

   届出をする介護サービス事業所が１つの場合 →（別紙様式３）

   届出をする介護サービス事業所が複数の場合 →（別紙様式４）

□ 介護職員処遇改善計画書 （別紙様式２）※

   加算の見込額や賃金改善の見込額等を記載する書類になります。全ての介護職員に 

   周知した上で、指定権者へ提出して下さい。

□ 介護職員処遇改善計画書（事業所一覧表）（別紙様式２（添付書類１））※

   介護職員処遇改善加算届出書を（別紙様式４）で提出する場合のみ。

□ 介護職員処遇改善計画書（都道府県状況一覧表）（別紙様式２（添付書類２））

   届出をする法人が、複数の都道府県に介護サービス事業所を有するものである場合 

   のみ。 

□ 介護職員処遇改善計画書（市町村一覧表）(別紙様式２（添付書類３））※

   届出をする法人が有する介護サービス事業所の指定権者が、複数である場合のみ。

□ 就業規則（給与規程）

       賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合

      には、それらの規程（給与規程）を含む。 

介護職員の処遇に関する内容について、平成２４年度介護職員処遇改善届出書の提

出時（あるいは変更届提出時）からの変更がない場合は、申立書（参考様式１）を提

出することにより、就業規則（給与規程）の提出を省略することが可能。

□ 申立書 （参考様式１）

   ・就業規則を作成する義務がなく、かつ、作成していない場合。

   ・就業規則（給与規程）の提出を省略する場合。（上記下線部参照）

□ 労働保険に加入していることが確認できる書類（いずれか１つ）

      ・労働保険保険関係成立届の写し

   ・労働保険概算・確定保険料申告書の写し

   ・直近の保険料納入通知書（領収書）の写し

   ・労働保険料納入証明書 等
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＜提出書類（つづき）＞ （※のある書類は記入例あり）

□ 誓約書 （参考様式２） 

□ 申立書 （参考様式３） 

キャリアパス要件等届出書を既に提出済みの事業者で、キャリアパス要件等の適合

状況に変化がない場合は、この申立書を提出することにより、以下の書類を省略でき

ます。  平成２４年度において、介護職員処遇改善加算を算定していない事業者、

あるいは、キャリアパス要件等に関する適合状況に変更がある事業者については、以

下の書類を提出して下さい。

□ キャリアパス要件等届出書チェックリスト

□ キャリアパス要件等届出書 （別紙様式６）※

   「キャリアパス要件」及び「定量的要件」２つの要件を満たすかを確認する書類で

   す。   

※いずれか一方の要件を満たさない場合は加算の単位数が１０％減、２つとも要件 

を満たさない場は２０％減となります。

□ 資質向上のための計画 （任意様式）

   キャリアパス要件等届出書（１）のⅡの⑥のアを選択した場合のみ。

４．その他の留意事項 

   基本的には、従前の介護職員処遇改善交付金と同様の取扱いになりますが、以下の点

について、ご留意願います。

 ①介護職員処遇改善加算の単位数の計算方法について

（ア）介護報酬総単位数×（イ）サービス別加算率×（ウ）キャリアパス要件適合 

状況ごとに定める率＝処遇改善加算単位数（１単位未満の端数は四捨五入）

    ※（ア）はサービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた１ヶ月あたりの 

      総単位数

    ※（ウ）は交付金時と同様に、キャリアパス要件等にかかる減算率（２つの要件 

      を満たせば、減算はなし）

    ※ 区分支給限度基準額の算定対象からは除外

       ※ 計算にあたっては、下記介護給付費明細書の記載例を参考にしてください

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/29273aaf8bbc6543492579ad0033dfd1/$FILE/20120223_1shiryou8.pdf

   ②介護報酬の扱いとなるため、利用者負担が発生すること

     介護報酬の改定と併せ、重要事項説明書等により利用者へ説明及び同意を得る必 

    要があります。
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   ③算定にあたっては、従来の交付金による賃金改善の水準を維持すること

     本加算は介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、当 

    該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従 

事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。

   このため、当該交付金の交付を受けていた事業者は、原則として当該交付金によ 

  る賃金改善の水準を維持することが求められます。

      ※ サービス別加算率その他必要な事項は、岡山県平成２３年度集団指導資料

    【全サービス共通】の１４ページから２４ページを参照のこと。

http://www.pref.okayama.jp/page/265716.html

 ※ 上記の記載事項については、岡山市内の介護サービス事業所に関する

  取り扱いです。

岡山市外の介護サービス事業所については、取り扱いが異なる場合が

ありますので、必ず該当する指定権者にお問い合わせください。

 ※ 指定権者について

    ・岡山市内の介護サービス事業所 ⇒ 岡山市

   ・倉敷市内の介護サービス事業所 ⇒ 倉敷市

   ・新見市内の介護サービス事業所 ⇒ 新見市

   ・上記以外の介護サービス事業所 

（地域密着型サービス以外）⇒ 岡山県 

      （地域密着型サービス）  ⇒ 各市町村
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５．変更の届出について  

   介護職員処遇改善加算の算定にあたって提出した介護職員処遇改善加算届出書、 

介護職員処遇改善計画書、計画書添付書類並びにキャリアパス要件等届出書の内容 

に変更（次の(1)～(5)のいずれかに該当する場合に限る。）がある場合には、変更 

の届出を行う必要があります。  

  ※(1)、(3)、(4)については、変更後１０日以内に提出してください。 

※(2)、(5)については、変更後の介護職員処遇改善加算について、算定を受けようと 

する月の前々月の末日までに提出してください。 

変更内容 提出書類

(1) 会社法による吸収合併、新設合併等により 

介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更 

となる場合

・変更届出書（別紙様式７）

・登記事項証明書等

・合併までの賃金改善実績がわ

かる書類等

(2) 新規指定等に伴い、介護サービス事業所の 

追加を行う場合 

・変更届出書（別紙様式７）

・指定通知書（写）又は

指定申請書（写）

※記入例あり

(3) 介護サービス事業所を廃止した場合 ・変更届出書（別紙様式７）

・廃止届受理通知書（写）

(4) 就業規則を改正（介護職員の処遇に関する 

内容に限る。）した場合

・変更届出書（別紙様式７）

・就業規則

※記入例あり

(5) キャリアパス要件等に関する適合状況に変 

更（キャリアパス要件等の適合状況ごとに 

定める率が変動する場合等）がある場合 

・変更届出書（別紙様式７）

・キャリアパス要件等届出書

 （別紙様式６）
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Ⅰ　提出書類（※については、該当事業者のみ）

１部

１部

１部

Ⅱ　キャリアパス要件等届出情報

 A　申立書（参考様式３）を提出する　
 B　キャリアパス要件等届出書（別紙様式６）等を提出する　
 C　Ａ・Ｂいずれも提出しない　→　減算　

Ⅲ　H２４年度介護職員処遇改善加算届出情報（※1が「なし」の場合は、2、3、4の記入は不要）

Ⅳ　確認項目

※岡山市使用欄

16　提出・証明者は、申請書記載の法人・代表者名と一致しているか
15　職員への周知証明（代表者印の押印）がされているか

8　提供するサービス欄（一覧表の場合は「サービス名」欄）に記載され
　ているのは、処遇改善加算の対象サービスか

１部

１部
1　介護職員処遇改善加算届出書（別紙様式３又は４） １部

7　複数事業所をまとめた計画とする場合は、事業所の名称・所在地に
　「別紙一覧表による」との記載があるか（添付書類１の添付があるか）

不備事項等チェック欄
岡山市

不備事項等チェック欄

18　賃金改善所要見込額の合計が、計画書の②と一致しているか
　（県外に事業所がある場合は、添付書類２の岡山県欄と一致しているか）

　ア　あり　　　イ　なし
岡山市

平成　　　年　　　月～平成　　　年　　　月

対象事業所・サービスの増減　　ア　あり　　　イ　なし4　今回届出との比較

1　H２４年度加算届出

法人名

様　　 式　 　名 事業者

  　※計画書（事業所一覧表）（別紙様式２（添付書類１））　
  　※計画書（都道府県状況一覧表）（別紙様式２（添付書類２）） １部

平成２５年度介護職員処遇改善加算届出書チェックリスト

担当者名・電話番号 　　　　　－　　　－

◎　このチェックリスト １部

2　介護職員処遇改善計画書(別紙様式２）

備　　　考区　　　分

4　年度の記載があるか
処遇改善計画書　（別紙様式２）

2　日付、年度の記載があるか
3　事業所名、事業所番号、サービス名が、処遇改善計画書の記載と
　一致しているか（※別紙様式３使用の場合）

6　主たる事務所の所在地に記載があるか

1　届出書への押印（代表者印）があるか

3　その加算の種類 　ア　加算Ⅰ　　　イ　加算Ⅱ　　　ウ　加算Ⅲ　　

届出書　（別紙様式３又は４）

5　事業者・開設者は、申請書記載の法人名と一致しているか

事業者確　　認　　事　　項

17　加算の見込額の合計が計画書の①と一致しているか
（県外に事業所がある場合は、添付書類２の岡山県欄と一致しているか）

9　②賃金改善所要見込額が①加算の見込額を上回っているか

4　労働保険加入確認書類

    ※計画書（市町村一覧表）（別紙様式２（添付書類３））　
3　就業規則（給与規程）　あるいは　申立書（参考様式１）

13　⑤の賃金改善の方法欄は、改善する給与項目・金額、実施時期、
　　一人当たり月平均賃金改善見込額を含め具体的に記載されているか

11　④賃金改善実施期間は、H２４年度加算の賃金改善実施期間
　　（上記Ⅱの2の期間）と重複していないか。

補正結果 最終確認補正依頼２次ﾁｪｯｸ者

10　③の項目のうち、⑤記載の方法と合致するものに○があるか

受付年月日 補正依頼

受付番号

　年　　月　　日 補正結果１次ﾁｪｯｸ者

2　その賃金改善実施期間

※処遇改善計画書（市町村一覧表）　　　　 （別紙様式２（添付書類３））

12　④の月数は、加算の算定月数と一致しているか
　　（４月から算定する場合は１２か月間）

14　(2)賃金改善以外の処遇改善事項に1つ以上○が記されているか

5　誓約書　（参考様式２） １部

岡山市

事業者記入欄

キャリアパス要件等に関する届出（A・B・Ｃ いずれかに○をつけてください↓）

 　 ＜申立書は就業規則未作成又は提出を省略する場合に提出＞
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別紙様式３             

平成  年  月  日

  岡山市長 様

（法人名）

（代表者 職・氏名）        印

平成  年度介護職員処遇改善加算届出書

 介護サービス事業所「      」（介護保険事業所番号）（サービス名）に係

る介護職員処遇改善加算に関する届出書について、別添のとおり、介護職員処遇改善

計画書その他必要な書類を添えて届け出ます。

（添付書類）

・介護職員処遇改善計画書（別紙様式２）

・その他必要な書類（就業規則・給与規程、労働保険保険関係成立届等の納入証明書等）
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別紙様式４

平成  年  月  日

 岡山市長            様

（法人名）

（代表者 職・氏名）        印

平成  年度介護職員処遇改善加算届出書

 別表の介護サービス事業所に係る介護職員処遇改善加算に関する届出書について、

別添のとおり、介護職員処遇改善計画書その他必要な書類を添えて届け出ます。

（添付書類）

・介護職員処遇改善計画書（別紙様式２）

・その他必要な書類（就業規則・給与規程、労働保険保険関係成立届等の納入証明書等）
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別紙様式２ 

介護職員処遇改善計画書(平成２５年度届出用) 記入例

事業所等情報  介護保険事業所番号 

フリガナ ﾏﾙﾏﾙ ｶｲｺﾞｻｰﾋﾞｽ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
事業者・開設者 

名  称 ○○介護サービス株式会社 

 〒700-0913
都・道

岡山 府・県 岡山市北区大供三丁目１番１８号 ＫＳＢ会館４階
 主たる事務所の 

 所在地  電話番号  ０８６－０００－００００ FAX 番号  ０８６－０００－００００ 

フリガナ
事業所等の名称 

名  称 別紙一覧表による 

提供する

 サービス

 〒 
都・道
府・県

事業所の所在地 

 電話番号  FAX 番号  

※事業所等情報については、複数の事業所ごとに一括して提出する場合は「別紙一覧表による」と記載すること。 

(1) 賃金改善計画について(本計画に記載された金額については見込みの額であり、申請時以降の運営状況(利用者数等)、 
人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得るものである。) 

① 平成２５年度介護職員処遇改善加算の見込額(総額) ３，２００，０００  円

② 賃金改善所要見込額(総額) ３，６００，０００ 円

※②については、法定福利費等の賃金改善に伴う増加分も含むものとする。
※他の都道府県等に所在する複数の事業所等を一括して作成し、提出する場合は添付書類２及び添付書類３を添付すること。

賃金改善の方法について

③  賃金改善を行う給与項目 
基本給、［ 夜 勤 ］手当、［   ］手当、［   ］手当、賞与(一時金) 
その他（                             ） 

 ④  賃金改善実施期間 平成２５年 ６月 ～ 平成２６年 ５月   

※ ④については原則各年４月～翌年３月までの連続する期間を記入すること。なお、当該期間の月数は加算の対象月数を超えてならない。 

 賃金改善を行う方法(一人当たりの平均賃金改善月額等についても可能な限り具体的に記載すること。なお、当該改善額は見込みかつ 

 全体の平均で、法定福利費等の増加額も含み、税引き前であるため、実際の個々人の手取り額とは必ずしも一致しない。） 

介護職員の基本給を、月額１４，０００円引き上げる。（平成○○年○○月～） 

介護職員の夜勤手当を１日(回)につき、１，０００円引き上げる。（平成○○年○○月～） 

以上により、介護職員一人当たりの平均賃金を月額１５，０００円改善する。 

⑤ 

 (任意記載事項)賃金改善前の状況について記載されたい。 

⑥ 
介護職員賃金総額 
(月額平均)     ４，４００，０００

円 ⑦
一人当たり介護職員 
賃金額(月額平均)     ２２０，０００

円 

 (2) 賃金改善以外の処遇改善について（別紙様式６を作成している場合、記載を省略できる。）

平成 21年４月以降に実施した(又は実施予定の)事項について必ず１つ以上に○をつけること。 

処遇全般 
 賃金体系等の人事制度の整備 ・ 非正規職員から正規職員への転換 ・ 短時間正規職員制度の導入 
 昇給又は昇格等の要件の明確化 ・ 休暇制度、労働時間等の改善 ・ 職員の増員による業務負担の軽減 
 その他(                                       )

教育・研修 
人材育成環境の整備 ・ 資格取得、能力向上のための措置
能力向上が認められた職員への処遇、配置の反映
その他( ) 

職場環境 

出産、子育て支援の強化 ・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化
事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成 ・ 介護補助器具等の購入、整備等
健康診断、腰痛対策、こころの健康等の健康管理面の強化 ・ 職員休憩室、分煙スペース等の整備
労働安全衛生対策の充実 ・ 業務省力化対策
その他( ) 

その他 

 上記については、雇用するすべての介護職員に対し周知をしたうえで、提出していることを証明いたします。 

                                         平成２５年 ２月２２日  (法 人 名) ○○介護サービス株式会社

                                                               (代表者名)    代表取締役 岡山 一郎 印

事業所が１つの場合は、介護保険事業所番号

事業所等の名称、サービス、所在地等を記入

必ず①＜②とすること。

同額は不可。

平成２４年度処遇改善加算の賃金

改善実施期間と重複しないこと。
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別紙様式２(添付書類１) 

介護職員処遇改善計画書(事業所一覧表) 記入例

法 人 名 ○○介護サービス株式会社 

岡 山 県

介護保険事業所番号 事業所の名称 指定権者 サービス名 

３３０００００１００ 岡山ヘルパーステーション 岡山市 (介護予防)訪問介護

３３０００００１０１ 岡山ショートステイセンター 岡山市 (介護予防)短期入所生活介護

３３０００００１０２ 倉敷グループホーム 倉敷市 (介護予防)認知症対応型共同生活介護

３３０００００１０３ 瀬戸内デイサービスセンター  岡山県 (介護予防)通所介護

ページ数   総ページ数 

／

※届出をする介護サービス事業所が複数の場合に、

提出が必要です。

※岡山県内の事業所について記入してください。

※指定権者が複数の場合は、別紙様式２(添付書類３) 
（市町村一覧表）も提出が必要です。

※指定権者について

 ・岡山市内の介護サービス事業所 ⇒ 岡山市

 ・倉敷市内の介護サービス事業所 ⇒ 倉敷市

 ・新見市内の介護サービス事業所 ⇒ 新見市

 ・上記以外の介護サービス事業所

    （地域密着型サービス以外）⇒ 岡山県

    （地域密着型サービス）  ⇒ 各市町村
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別紙様式２(添付書類２) 

介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表) 

法 人 名  

都道府県 介護職員処遇改善加算の見込額 賃金改善所要見込額 

他都道府県事業所等の介護職員の賃金

改善の原資として充当する見込額 

他都道府県の事業所等で受けた加算

額を原資として改善する見込額 

 北 海 道                        円                    円                           円                          円 

 青 森 県                        円                    円                           円                          円 

 岩 手 県                        円                    円                           円                          円 

 宮 城 県                        円                    円                           円                          円 

 秋 田 県                        円                    円                           円                          円 

 山 形 県                        円                    円                           円                          円 

 福 島 県                        円                    円                           円                          円 

 茨 城 県                        円                    円                           円                          円 

 栃 木 県                        円                    円                           円                          円 

 群 馬 県                        円                    円                           円                          円 

 埼 玉 県                        円                    円                           円                          円 

 千 葉 県                        円                    円                           円                          円 

 東 京 都                        円                    円                           円                          円 

 神奈川県                        円                    円                           円                          円 

 新 潟 県                        円                    円                           円                          円 

 富 山 県                        円                    円                           円                          円 

 石 川 県                        円                    円                           円                          円 

 福 井 県                        円                    円                           円                          円 

 山 梨 県                        円                    円                           円                          円 

 長 野 県                        円                    円                           円                          円 

 岐 阜 県                        円                    円                           円                          円 

 静 岡 県                        円                    円                           円                          円 

 愛 知 県                        円                    円                           円                          円 

 三 重 県                        円                    円                           円                          円 

 滋 賀 県                        円                    円                           円                          円 

 京 都 府                        円                    円                           円                          円 

 大 阪 府                        円                    円                           円                          円 

 兵 庫 県                        円                    円                           円                          円 

 奈 良 県                        円                    円                           円                          円 

 和歌山県                        円                    円                           円                          円 

 鳥 取 県                        円                    円                           円                          円 

 島 根 県                        円                    円                           円                          円 

 岡 山 県                        円                    円                           円                          円 

 広 島 県                        円                    円                           円                          円 

 山 口 県                        円                    円                           円                          円 

 徳 島 県                        円                    円                           円                          円 

 香 川 県                        円                    円                           円                          円 

 愛 媛 県                        円                    円                           円                          円 

 高 知 県                        円                    円                           円                          円 

 福 岡 県                        円                    円                           円                          円 

 佐 賀 県                        円                    円                           円                          円 

 長 崎 県                        円                    円                           円                          円 

 熊 本 県                        円                    円                           円                          円 

 大 分 県                        円                    円                           円                          円 

 宮 崎 県                        円                    円                           円                          円 

 鹿児島県                        円                    円                           円                          円 

 沖 縄 県                        円                    円                           円                          円 

 全 国 計                        円                    円                           円                          円 
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別紙様式２(添付書類３) 

介護職員処遇改善計画書(市町村一覧表)（再掲） 記入例

法 人 名 ○○介護サービス株式会社 

岡 山 県

指定権者 介護職員処遇改善加算の見込額 賃金改善所要見込額 

他都道府県事業所等の介護職員の賃金

改善の原資として充当する見込額 

他都道府県の事業所等で受けた加算

額を原資として改善する見込額 

岡山市 1,600,000 円 1,800,000 円                           円                          円 

倉敷市 1,000,000 円 1,200,000 円                           円                          円 

岡山県 600,000 円 600,000 円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

                        円                    円                           円                          円 

合 計              3,200,000 円 3,600,000 円                           円                          円 

ページ数   総ページ数 

／

※別紙様式２(添付書類１)（事業所一覧表）に

 記載されている事業所について、指定権者

 ごとに集計して内訳を記入してください。

合計額が、別紙様式２の(1)の①

の加算の見込額(総額)と一致して

いるか確認してください。

＜県外に事業所がある場合は、別紙様

式２（添付書類２）の岡山県欄の額と

一致する。＞

合計額が、別紙様式２の(1)の②の

賃金改善所要見込額(総額)と一致

しているか確認してください。

＜県外に事業所がある場合は、別紙様式

２（添付書類２）の岡山県欄の額と一致

する。＞
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参考様式１ 

平成  年  月  日 

  岡山市長 様 

（法人名） 

（代表者 職･氏名）            印

申  立  書

  今回提出した介護職員処遇改善計画書に係る事業所については、

Ａ 就業規則の作成義務がなく、作成していないことから添付しません。

Ｂ 就業規則（給与規程）における、介護職員の処遇に関する内容については、

平成２４年度介護職員処遇改善届出書の提出時（あるいは変更届提出時）から

の変更はありません。このため平成２５年度の届出書への添付は省略します。

（※ＡまたはＢに○をつけること。） 
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参考様式２ 

誓 約 書 

岡山市長 殿 

 株式会社○○は、以下の①と②を誓約します。 

①  誓約日の前十二月間において労働基準法（昭和二十二年法律第四十九

号）、労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）、最低賃金法

（昭和三十四年法律第百三十七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律

第五十七号）、雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働

に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられておらず、今後も上記労

働基準法等を遵守すること。 

② 当該事業所において、労働保険料（労働保険の保険料の徴収等に関する法

律（昭和四十四年法律第八十四号）第十条第二項に規定する労働保険料を

いう。）の納付を適正に行っており、今後も納付を適正に行うこと。 

平成  年  月  日 

（事業者名）株式会社○○ 

（代表者名）代表取締役 ○○ ○ ○  印 
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参考様式３ 

平成  年  月  日 

  岡山市長 様 

（法人名） 

（代表者 職･氏名）            印

申  立  書

  今回提出した「介護職員処遇改善届出書」に係る事業所のキャリアパス要件等の適合

状況については、下記により提出した「キャリアパス要件等届出書」等からの変更はあ

りません。このため「キャリアパス要件等届出書」の提出は省略します。

記

１ 提出済書類（アまたはイに○をつけること）

 ア キャリアパス要件等届出書（平成２４年度介護職員処遇改善加算分）

      届出年月日：平成  年  月  日

   イ 平成２４年度介護職員処遇改善加算変更届出書で変更

      届出年月日：平成  年  月  日

２ キャリアパス要件等の適合状況（適合または不適合に○をつけること）

ア キャリアパス要件   適合 ・ 不適合

イ 定量的要件      適合 ・ 不適合
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Ⅰ　提出書類（※については該当事業者のみ）

１部

Ⅱ　確認項目

Ⅲ　減算について

※上記の２つの要件を満たす場合 → 　加算（Ⅰ）＝減算なし
いずれか１つの要件を満たす場合 → 　加算（Ⅱ）＝１０％減算
２つとも要件を満たさない → 　加算（Ⅲ）＝２０％減算

※岡山市使用欄

（要件を満たす場合は○をしてください ↓ ）

（１）　キャリアパス要件を満たす
（２）　定量的要件を満たす

4  （１）キャリアパスに関する要件について、Ⅰ・Ⅱのどちらかの
　「該当」に○が記されているか

岡山市

9  （２）定量的要件の②について、主たる経費の名称、要した費
　用の額が記されているか

11　届出書への押印（代表者印）があるか

5  （１）キャリアパスに関する要件について、Ⅱに該当の場合、
　④⑤⑥全て記載されているか

10　日付、法人名、代表者の職・氏名の記載があるか

法人名

1　年度の記載があるか

事業者
キャリアパス要件等届出書

チェック欄

1　キャリアパス要件等届出書（別紙様式６） １部

岡山市
チェック欄

事業者

　　　　　－　　　－

平成２５年度キャリアパス要件等届出書チェックリスト

担当者名・電話番号

様　　 式　 　名 不備事項等

受付番号

最終確認
受付年月日 　年　　月　　日

補正依頼

※　資質向上のための計画（任意様式）
（キャリアパス要件等届出書（１）のⅡの⑥のアを選択した場合）

7  （２）定量的要件の①について、１つ以上に○が記されているか

3　複数事業所をまとめた届出の場合は、事業所等の名称欄に「別紙一覧表に
　よる」との記載があるか（添付書類１の添付があるか）

確　　認　　事　　項

１次ﾁｪｯｸ者 ２次ﾁｪｯｸ者

2　事業者・開設者は、加算届出書（別紙様式３又は４）と一致しているか

補正依頼

不備事項等

補正結果 補正結果

◎　このチェックリスト １部

8  （２）定量的要件の①で○を記したものが、キャリアパス要件と
　明らかに重複していないか

6  ⑥のアが選択されている場合、資質向上のための計画（任意
　様式）が添付されているか
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別紙様式６ 
キャリアパス要件等届出書（平成２５年度分） 記入例

事業所等情報 介護保険事業所番号

フリガナ  ﾏﾙﾏﾙ ｶｲｺﾞｻｰﾋﾞｽ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 
事業者・開設者

名  称  ○○介護サービス株式会社 

フリガナ
事業所等の名称

名  称 別紙一覧表のとおり 

提供する
サービス

 キャリアパスに関する要件について
（※）Ⅰを選択する場合は太枠内に、Ⅱを選択する場合は二重線枠内に記載すること。

次の内容についてあてはまるものに○をつけること。（Ⅰ・Ⅱのいずれかに該当していれば本要件を満たす。）

Ⅰ  次の①から③までのすべての要件を満たす。
 ① 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
 ② 職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。
 ③  就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。

  該当 ・ 非該当

Ⅱ  次の④から⑥までのすべての要件を満たす。 該当 ・ 非該当

（要件Ⅱについて）上記①から③までのすべての要件に該当しない場合、次の事項について記載すること。

④ ①から③までの要件をすべて満
たすことのできない理由 

例：少人数の事業所であり、ポストが限られていることからキャリアパスの概念を賃金 
 体系にあてはめることが困難

⑤ 介護職員との意見交換を踏まえ
た資質向上のための目標 

例：利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、介護職員が技術・能力 
 の向上に努めること。

ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介

護職員の能力評価を行う。 

⑥ ⑤の実現のための具体的な取り

組みの内容 

（いずれかに○をつけること。

） イ 資格取得のための支援の実施 ※当該支援の内容について下記に記載すること 

(例：研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用（受講料等）の援助)

（注）⑥のアを選択した場合、本書に資質向上のための計画を添付すること。 → 計画書（任意様式）を添付

 平成２１年４月介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件について
  （※）太枠内に記載すること。

① 平成２０年１０月から現在までに実施した事項について必ず１つ以上に○をつけること（ただし、記載するにあたって は、選

択したキャリアパスに関する要件で求められている事項と明らかに重複する事項を記載しないこと。）

処遇全般 賃金体系等の人事制度の整備 ・ 非正規職員から正規職員への転換 ・ 短時間正規職員制度の導入
昇給又は昇格等の要件の明確化 ・ 休暇制度、労働時間等の改善 ・ 職員の増員による業務負担の軽減
その他(                                       )

教育・研修 人材育成環境の整備 ・ 資格取得、能力向上のための措置
能力向上が認められた職員への処遇、配置の反映
その他(                                       )

職場環境 出産、子育て支援の強化 ・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化
事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成 ・ 介護補助器具等の購入、整備等
健康診断、腰痛対策、こころの健康等の健康管理面の強化 ・ 職員休憩室、分煙スペース等の整備
労働安全衛生対策の充実 ・ 業務省力化対策
その他(                                       )

その他

② ①に要した費用の概算額について

 主たる経費の名称（例：委託費、人件費、物品購入費等） 例：人件費、備品購入費 

 平成20年10月から現在までに要した費用の額 ３００，０００ 円 

上記については、雇用するすべての介護職員に対し周知をしたうえで、提出していることを証明いたします。

                                         平成２５年 ２月２２日  (法 人 名) ○○介護サービス株式会社

                                                               (代表者名)   代表取締役 岡山 一郎 印

事業所が１つの場合は、介

護保険事業所番号、事業所

等の名称、提供するサービ

スを記入すること。
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平成２４年１２月 

                                                          岡山市事業者指導課 

平成２４年度介護職員処遇改善加算の実績報告について

平成２４年度介護職員処遇改善加算の実績報告にあたっては、以下の手続きをお

願いします。

※ 手続きの詳細については、平成２４年度集団指導時に説明を行います。また、

 提出書類の様式は、岡山市事業者指導課ホームページからダウンロード可能です。

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00004.html

※ 障害福祉サービス事業所を対象とした、福祉・介護職員処遇改善加算については、 

以下の手続きは適用されませんので、ご留意願います。

１．提出期限について

  各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員 

処遇改善実績報告書を提出する必要があります。 

したがって、平成２５年３月サービス提供分は、５月支払となるため、２か月後の 

７月末日までに、実績報告書を提出する必要があります。 

→ 平成２４年度分については、平成２５年７月末日までに提出してください。

※ 実績報告は、介護職員処遇改善加算の算定要件となっており、実績報告書の提出がな

い場合には、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となりますので、

実績報告書は必ず提出してください。

また、年度途中での事業終了などの際も適切に処理されますようご注意ください。

２．提出先について

 提出書類の提出先は、介護サービス事業所の指定権者になります。

 岡山市内に介護サービス事業所がある事業者

⇒ 岡山市保健福祉局事業者指導課

      〒７００－０９１３ 岡山市北区大供三丁目１番１８号 ＫＳＢ会館４階

＜ 注  意 ＞ 

  ※ 岡山市以外にも介護サービス事業所がある事業者については、他の指定権者に

   も手続きが必要です。岡山市以外の指定権者への提出方法、提出部数については、

   各指定権者へご確認ください。
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３．提出書類について

※ 介護職員処遇改善計画書（別紙様式２）を、法人単位で提出している場合は、法人 

単位で次の＜提出書類＞を各１部提出してください。

   （事業所単位で提出する必要はありません。） 

＜提出書類＞ （※のある書類は記入例あり） 

□ 介護職員処遇改善加算実績報告書チェックリスト

□ 介護職員処遇改善実績報告書（別紙様式５）※

□ 介護職員処遇改善実績報告書（事業所一覧表）（別紙様式５（添付書類１）※

届出をした介護サービス事業所が１つの場合も提出して下さい。 

□ 介護職員処遇改善実績報告書（都道府県状況一覧表）（別紙様式５（添付書類２））

届出をした法人が、複数の都道府県に介護サービス事業所を有するものである場合 

のみ。 

□ 介護職員処遇改善実績報告書（市町村一覧表）(別紙様式５（添付書類３））※

届出をした法人が有する介護サービス事業所の指定権者が、複数である場合のみ。 

□ 賃金改善所要額（別紙様式５の⑦）の積算根拠資料（岡山市参考様式）※
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Ⅰ　提出書類（※については、該当事業者のみ）

１部

１部

Ⅱ　平成２４年度処遇改善加算届出書（計画書）情報

Ⅲ　確認項目

※岡山市使用欄

21　法定福利費（事業主負担増加額）が過大ではないか

 岡山市参考様式　賃金改善所要額の積算根拠資料

20　積算根拠資料における計算は合っているか

不備事項等
チェック欄

岡山市事業者

１　別紙様式５　介護職員処遇改善実績報告書 １部

様　　 式　 　名

１　届出年月日　　

１部

◎　このチェックリスト １部

※別紙様式５（添付書類３）　　　〃　　　（市町村一覧表）

※別紙様式５（添付書類２）　　　〃　　　（都道府県状況一覧表）

２　別紙様式５（添付書類１）　　　〃　　　（事業所一覧表）　　

３　岡山市参考様式　賃金改善所要額の積算根拠資料　　

返還請求

受付番号

10　日付、法人名、代表者名の記載があるか

12　事業所ごとに記載しているか

11　報告書への押印（代表者印）があるか

受付年月日  　年　 　月 　　日
補正依頼

－

９　⑧介護職員一人当たり賃金改善額＝⑦÷③となっているか

13　事業所ごとの加算額は、利用者負担額を含んだ額となっているか

 別紙様式５（添付書類１）　実績報告書（事業所一覧表）

８　また、その金額（法定福利費等を除く）は、②の期間内に支払ったものか

４　⑤一人当たり賃金月額＝④÷③となっているか

３　②賃金改善実施期間は、処遇改善計画書(1)④と一致しているか

１　年度の記載があるか

２　①の金額は、別紙様式５（添付書類１）の加算額の計と一致するか

５　⑥は、改善した給与項目・金額、実施時期等、具体的に記載されているか

２　賃金改善実施期間

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月～平成　　年　　月

確　　認　　事　　項

６　⑥の記載内容は、積算根拠資料の内容と整合がとれているか

７　⑦記載の総額は、積算根拠資料の計と一致しているか

 別紙様式５　介護職員処遇改善実績報告書

事業者
不備事項等

チェック欄
岡山市

補正結果 補正結果１次ﾁｪｯｸ者 ２次ﾁｪｯｸ者 補正依頼

１部

岡山市 備　　　考

平成 ２４ 年度介護職員処遇改善加算実績報告書チェックリスト

事業者記入欄区　　　分

担当者名・電話番号 　　　　　－　　　－法人名
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別紙様式５

岡山市長　　様

① 3,200,000 円 ←

H24年4月～H25年3月
サービス提供分までの
加算総額（利用者負担
額を含む）を記入する。

② 　平成　２４年　６月～平成　２５年　５月

③ 240.0 ←
月ごとの常勤換算数を
合計する。小数点２位
以下切り捨て。

④ 56,400,000 円 ←
賃金には、退職手当を
除き、労働法規上の
賃金すべてを含む。

⑤ 235,000 円 ←
自動計算・入力不要
（１円未満切り捨て）

・介護職員の基本給を、月額14,000円引き上げた。

　　（平成○○年○○月～）

・介護職員の夜勤手当を１日(回)につき、1,000円引き上げた。

　　（平成○○年○○月～）

・以上により、介護職員一人当たりの平均賃金を月額15,000円

　改善した。

⑦ 3,600,000 円 ←
岡山市参考様式の賃金
改善所要額（ア＋イ）と
一致すること。

⑧ 15,000 円 ←
自動計算・入力不要
（１円未満切り捨て）

※ ①については、別紙様式５（添付書類１）により内訳を添付すること。

※ ⑦については、積算の根拠となる資料を添付すること。（原則として岡山市参考様式を使用すること。）

※ 届出をする法人が、複数の都道府県に介護サービス事業所を有する場合は、別紙様式５（添付書類２）を添付

※

　上記について相違ないことを証明します。

平成２５年　７月１０日

（法人名）　 ミコロ・ハコロ介護サービス株式会社

（代表者職・氏名）　 　代表取締役　　見頃　葉子　　　　　　　　　　　　印

介護職員処遇改善実績報告書（平成２４年度）　記入例

⑥

平成２４年度分介護職員処遇改善加算総額

場合）は、別紙様式５（添付書類３）を添付すること。

加算による賃金改善実施期間

介護職員常勤換算数（②の期間の総数）

介護職員に支給した賃金額（②の期間の総額）

介護職員一人当たり賃金月額（④÷③）

賃金改善所要額　（⑥に要した費用の総額）
（法定福利費等を含む）

介護職員一人当たり賃金改善月額（⑦÷③）

すること。

届出をする法人が有する介護サービス事業所の指定権者が複数である場合（岡山市外の事業所が含まれる

②の期間において実施した賃金改善の概要

（改善した給与の項目及びその金額等につい
て具体的に記載すること。）
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別紙様式５（添付書類１）

事業所の名称 指定権者 サービス名

３ ３ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ミコロ ヘルパーステーション 岡山市 （介護予防）訪問介護 700,000 円

３ ３ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ハコロ ショートステイセンター 岡山市 （介護予防）短期入所生活介護 900,000 円

３ ３ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ２ 倉敷グループホーム 倉敷市
（介護予防）
　認知症対応型共同生活介護

1,000,000 円

３ ３ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ３ 瀬戸内デイサービスセンター 岡山県 （介護予防）通所介護 600,000 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合計 3,200,000 円

 ページ数　 総ページ数
　　　　　  ／

介護職員処遇改善実績報告書（事業所一覧表）　記入例

介護保険事業所番号
介護職員処遇改善

加算額

法人名 　ミコロ・ハコロ介護サービス株式会社

岡　山　県

　　※岡山県内の事業所について、記入してください。

　　※指定権者が複数の場合（岡山市外の事業所が含まれる場合）
　　　は、別紙様式５（添付書類３）も提出が必要です。

　　※指定権者について
　　　・岡山市内の介護サービス事業所　⇒　岡山市
　　　・倉敷市内の介護サービス事業所　⇒　倉敷市
　　　・新見市内の介護サービス事業所　⇒　新見市
　　　・上記以外の介護サービス事業所
　　　　　　（地域密着型サービス以外）⇒　岡山県
　　　　　　（地域密着型サービス　　）⇒　各市町村

  ※合計額が、別紙様式５の①の
　「平成２４年度分介護職員処遇
　　改善加算総額」と一致してい
　　るか確認してください。

　＜県外に事業所がある場合は、別紙
　　様式５（添付書類２）の岡山県欄
　　の額と一致する。＞
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別紙様式５（添付書類２）

（単位：円）

都道府県

北海道 円 円 円 円

青森県 円 円 円 円

岩手県 円 円 円 円

宮城県 円 円 円 円

秋田県 円 円 円 円

山形県 円 円 円 円

福島県 円 円 円 円

茨城県 円 円 円 円

栃木県 円 円 円 円

群馬県 円 円 円 円

埼玉県 円 円 円 円

千葉県 円 円 円 円

東京都 円 円 円 円

神奈川県 円 円 円 円

新潟県 円 円 円 円

富山県 円 円 円 円

石川県 円 円 円 円

福井県 円 円 円 円

山梨県 円 円 円 円

長野県 円 円 円 円

岐阜県 円 円 円 円

静岡県 円 円 円 円

愛知県 円 円 円 円

三重県 円 円 円 円

滋賀県 円 円 円 円

京都府 円 円 円 円

大阪府 円 円 円 円

兵庫県 円 円 円 円

奈良県 円 円 円 円

和歌山県 円 円 円 円

鳥取県 円 円 円 円

島根県 円 円 円 円

岡山県 円 円 円 円

広島県 円 円 円 円

山口県 円 円 円 円

徳島県 円 円 円 円

香川県 円 円 円 円

愛媛県 円 円 円 円

高知県 円 円 円 円

福岡県 円 円 円 円

佐賀県 円 円 円 円

長崎県 円 円 円 円

熊本県 円 円 円 円

大分県 円 円 円 円

宮崎県 円 円 円 円

鹿児島県 円 円 円 円

沖縄県 円 円 円 円

全国計 円 円 円 円

※　本葉式の作成にあたっては、積算の根拠となる書類を添付すること。

介護職員処遇改善実績報告書（都道府県状況一覧表）

法人名

介護職員処遇改善加算額 賃金改善所要額
他都道府県事業所等の介護
職員の賃金改善の原資として

充当する額

他都道府県の事業所等で
受けた加算額を原資として

改善する額

24



別紙様式５（添付書類３）

岡　山　県
（単位：円）

指定権者

岡山市 円 1,790,000 円 円 円

倉敷市 円 1,220,000 円 円 円

岡山県 円 590,000 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

合計 円 3,600,000 円 円 円

1,600,000

1,000,000

介護職員処遇改善実績報告書（市町村一覧表）（再掲）　記入例

　ミコロ・ハコロ介護サービス株式会社法人名

他都道府県の事業所等で
受けた加算額を原資として

改善する額

他都道府県事業所等の介護
職員の賃金改善の原資として

充当する額
賃金改善所要額介護職員処遇改善加算額

600,000

　ページ数　　　総ページ数
　　　　　　　／

3,200,000

　※別紙様式５（添付書類１）（事業所一覧表）に
　　記載されている事業所について、指定権者ごと
　　に集計して内訳を記入してください。

  ※合計額が、別紙様式５の⑦の
　「賃金改善所要額」と一致して
　　いるか確認してください。

　＜県外に事業所がある場合は、別紙
　　様式５（添付書類２）の岡山県欄
　　の額と一致する。＞

  ※合計額が、別紙様式５の①の
　「平成２４年度分介護職員処遇
　　改善加算総額」と一致してい
　　るか確認してください。

　＜県外に事業所がある場合は、別紙
　　様式５（添付書類２）の岡山県欄
　　の額と一致する。＞
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岡山市参考様式

法　人　名

(単位：円）

3,600,000 ←
自動計算
入力不要

　ア 3,600,000 ←
自動計算
入力不要

3,360,000

240,000

イ

（注）

・

・

・

・

・

　アに対応した法定福利費の事業主
　負担増加額

（　　　　　　　）手当

（　　　　　　　）手当

（　　　　　　　）手当

賞与（一時金）

基本給（日給）

基本給（時給）

（　　夜勤　　）手当

その他（　　　　　　　　　）

　個々の職員別、月別の内訳の提出は不要であるが、賃金改善所要額を算出した
基礎資料については、加算を賃金改善に充てたことがわかる書類とともに、実績報
告後５年間保管しておくこと。

　アには、法定福利費の事業主負担増加額を含まない。

　改善した給与項目のうち、加算を充当しなかったものについては、記入不要。

賃金改善所要額 （別紙様式５の⑦） の積算根拠資料　記入例

　イの額に加算を充当しなくても、賃金改善所要額が加算受給総額を上回る場合
は、イへの記入は不要

　別紙様式５の⑥の記載内容に対応するよう記入すること

ミコロ・ハコロ介護サービス株式会社

　賃金改善所要額（ア＋イ）

　賃金改善額

基本給（月給）
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参考資料

○「３科目主事」指定科目の変遷（社会福祉法第１９条第１号）

昭和２５年～昭和５６年 昭和５６年～平成１１年

社会事業概論

社会保障論

社会事業行政

公的扶助論

身体障害者福祉論

児童福祉論

社会学

心理学

社会事業施設経営論

社会事業方法論 

社会事業史

保育理論

社会調査統計

医学知識

看護学

精神衛生学

公衆衛生学

生理衛生学

栄養学

倫理学

教育学

経済学

経済政策

社会政策

協同組合論

法律学

刑事政策

犯罪学

医療社会事業論

修身

以上３０科目のうち３科目

（変更） 

（変更）

（追加）

（追加）

（変更）

（変更）

（変更）

（追加）

（廃止）

社会福祉概論

社会保障論

社会福祉行政

公的扶助論

身体障害者福祉論

老人福祉論

児童福祉論

精神薄弱者福祉論

社会学

心理学

社会福祉施設経営論

社会福祉事業方法論

社会福祉事業史

地域福祉論

保育理論

社会調査統計

医学知識

看護学

精神衛生学

公衆衛生学

生理衛生学

栄養学

倫理学

教育学

経済学

経済政策

社会政策

協同組合論

法律学

刑事政策

犯罪学

医療社会事業論

以上３２科目のうち３科目

(変更）

（Ｓ25.8.29厚生省告示第226号）  （Ｓ56.3.2厚生省告示第18号）

※科目名の読替不可                   ※科目名の読替不可
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平成１１年～平成１２年  平成１２年～現在

（変更） 

社会福祉概論

社会保障論

社会福祉行政

公的扶助論

身体障害者福祉論

老人福祉論

児童福祉論

知的障害者福祉論

社会学

心理学

社会福祉施設経営論

社会福祉事業方法論

社会福祉事業史

地域福祉論

保育理論

社会調査統計

医学知識

看護学

精神衛生学

公衆衛生学

生理衛生学

栄養学

倫理学

教育学

経済学

経済政策

社会政策

協同組合論

法律学

刑事政策

犯罪学

医療社会事業論

以上３２科目のうち３科目

（変更）

（追加）

（追加）

（変更）

（変更）

（変更）

（廃止）

（廃止）

（追加）

（廃止） 

 （変更）

（追加）

（追加）

（廃止）

（廃止） 

（追加）

（追加）

社会福祉概論

社会保障論

社会福祉行政論

公的扶助論

身体障害者福祉論

老人福祉論

児童福祉論

家庭福祉論

知的障害者福祉論

精神障害者保健福祉論

社会学

心理学

社会福祉施設経営論

社会福祉援助技術論

社会福祉事業史

地域福祉論

保育理論

社会福祉調査論

医学一般

看護学

公衆衛生学

栄養学

家政学

倫理学

教育学

経済学

経済政策

社会政策

法学

民法

行政法

医療社会事業論 

リハビリテーション論

介護概論

以上３４科目のうち３科目

（Ｈ11.3.22厚生省告示第52号）         （Ｈ12.3.31厚生省告示第153号） 

※科目名の読替不可 ※科目名の読替･（H21.4.1入学者適用）
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岡山市介護保険事故報告事務取扱要領 

平成 16 年 10月 1 日作成 

平成 18 年 7 月 13 日改正 

平成 24 年 11 月 26 日改正 

（趣旨） 

第１ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 37 号）、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚

生労働省令第 35 号）、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令

第 38号）、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 37 号）、指定介護老人福祉施設の

人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 39 号）、介護老人保健施設の人員、設備及

び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第４０号）、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営

に関する基準（平成 11年厚生省令第４１号）、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 34号）指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 36 号）による、介護サービスを提供中に事故が発生した場合

の介護保険事業者から岡山市への報告は、この要領の定めるところによるものとする。 

（報告の対象） 

第２ 報告の対象となる事業者は、介護保険適用サービスを提供する指定介護保険事業者とする。 

（報告先） 

第３ 報告先は、別表の岡山市保健福祉局所管課（以下、「所管課」という。）とする。 

（事故の範囲） 

第４ 事業者が所管課へ報告する事故は、次の各号に掲げる場合とする。なお、報告対象とする事故は、

過失の有無を問うものではない。 

（１）サービス提供中に、利用者が死亡又は負傷、失踪した場合 

ア 「サービス提供中」とは、送迎中も含め、サービスを提供している時間帯を通してすべて含まれ

るものとする。短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護保

険施設サービスにおいては、入所から退所までを「サービス提供中」とする。 

 イ 「死亡」とは、事故死亡をさし、病気死亡は報告対象外とする。但し、死因等に疑義が生じる可

能性がある場合（トラブルになる恐れのあるとき）は報告することとする。  

 ウ 「負傷」とは、通院入院を問わず医師の保険診療を要したもの。但し、通院の場合においては、

加療を要しないものを除く。 

 エ 「失踪」とは、サービス提供中に、利用者の所在が不明となり、警察に捜索願が出された場合と

する。 

 オ 利用者が、事故発生から、ある程度の期間を経てから死亡した場合は、事業者は速やかに所管課

に報告書を再提出すること。 

（２）施設等における感染防止の観点から対策が必要な疾患であって、食中毒及びインフルエンザ、感

染性胃腸炎などの「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に対する法律」第 12 条第 1 項に

定める感染症及び疥癬・結核の発生が認められた場合 

（３）その他、家族から苦情が出ている場合など、所管課が報告する必要があると認める場合 
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（報告） 

第５ 事業者は、第２に定める事故が発生した場合、介護保険事業者・事故報告書（報告様式）により、

できる限り速やかに（３日以内）第１報を所管課に行うこと。第１報には、事故の概要までを記入し、

提出すること。 

２ 事業者は、第１報後、概ね２週間以内に、１項にいう報告様式により、所管課へ第２報を行うこと。

第２報は、第１報後の対応・経過、及び事故の原因・再発防止に関する今後の対応・方針までを記入

し、提出すること。 

なお、第２報の時点で、当該事故が完結していない場合には、その時点での進捗状況や完結の見込

みなどを今後の対応・方針欄に記載すること。 

３ 事業者は、第２報時に、必要に応じて所管課から求められた資料を提出すること。 

（公表等） 

第６ 所管課は、事故報告を取りまとめ、事故防止に資するものとする。 

２ 所管課は、事業者が運営基準に違反し、次の各号の一つに該当するときは、事業所名及び事故内容

について公表することができるものとする。 

（１）事業者が事故発生を隠匿していた場合 

（２）事業者が事故の再発防止策に取り組まない場合 

（３）その他利用者保護のため、所管課が必要と認めた場合 

附 則 

この要領は、平成１６年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１８年７月１３日から施行する。

附 則 

この要領は、平成２４年１１月２６日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。

別表

介護保険サービス事故報告先

事業所の所在地 保健福祉局所管課

岡山市内 事業者指導課

岡山市外 介護保険課

（新）

岡山市事業者指導課 施設指導係

ＴＥＬ(086)212-1014 
ＦＡＸ(086)221-3010 

（旧）

岡山市介護保険課

☆介護保険サービスの事故報告先及び苦情処理窓口
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 第１報：平成  年  月  日 

      岡山市長 様                                              第２報：平成  年  月  日 

        介護保険事業者・事故報告書            □ 報告完了

第１報（発生後３日以内）

事 業 所 番 号  ｻｰﾋﾞｽ種類

名    称

所 在 地                        電話    （    ） 

報 告 者 職        氏 名 

被保険者番号  氏 名               男・女 

生 年 月 日 明・大・昭  年  月  日（  歳）要 介 護 度 要支援（   ）・要介護（   ） 

発 生 日 時 平 成   年    月   日（   ） 午前 ・ 午後   時   分 頃 

発 生 場 所 □居 室 □廊 下 □トイレ □食 堂 □風呂/脱衣所 □屋 外 □その他（                 ）

直 前 の 状 況 □移動中 □移 乗 □立ち上がり □食事中 □その他（                           ）

種   別 □転 倒 □転 落 □誤嚥/異食 □失 踪 □感染症等（        ）□その他（               ）

事 故 結 果

＊最も症状の重いもの
□入 院 □通 院 □死 亡 □骨 折 □打撲/捻挫 □切傷/擦過傷 □その他（                      ）

自 立 度

＊介護保険施設のみ
□自立 □J( ) □A( ) □B( ) □C ( )

認 知 症 度

＊介護保険施設のみ
□自立 □Ⅰ □Ⅱ( ) □Ⅲ( ) □Ⅳ □Ｍ

報告先 報告・説明日時 

医師    /     : 

管理者    /     : 

担当ケアマネ    /     : 

看護師    /     : 

    /     : 

保険者    /     : 

事故の概要(経緯や対応、介護者の有無、関係機関への連絡状況等)

家族：続柄（     ）    /     : 

第２報（第１報後２週間以内） 

第１報後の対応・経過 

損害賠償  □有（□完結 □継続） □無  □未交渉 

事故の原因 

再発防止に関する今後の対応・方針 

１ 介護サービス提供中に事故が発生した場合に、この報告書を保険者に提出してください。 

２ 第２報提出時に事故が完結していない場合は、その時点での進捗状況や完結の見込みなどを今後の対応・方

針欄に記載してください。なお、この様式で記入しきれない場合は別紙に記入してください。 

報告様式
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平成２３年度サービス別集計

発生場所 件数
訪問介護 7 1%
訪問入浴介護 1 0%
訪問看護 2 0%
通所介護 45 6%
通所リハビリ 7 1%
短期入所生活介護 45 6%
短期入所療養介護 1 0%
認知症対応型共同生活介護 198 27%
特定施設入所者生活介護 143 19%
福祉用具貸与 2 0%
介護老人福祉施設 154 21%
介護老人保健施設 112 15%
介護療養型医療施設 5 1%
小規模多機能型居宅介護 18 2%
合計 740 100%

介護老人福祉施設

小規模多機能型居
宅介護

介護療養型医療施
設

介護老人保健施設 通所リハビリ

通所介護

短期入所生活介護

訪問看護

訪問入浴介護

訪問介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与

特定施設入所者生
活介護

認知症対応型共同
生活介護

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

通所介護

通所リハビリ

短期入所生活介護

短期入所療養介護

認知症対応型共同生活
介護

特定施設入所者生活介
護

福祉用具貸与

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

小規模多機能型居宅介
護
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平成23年度　事故報告書

（訪問系、通所系、短期入所、施設系、地域密着型サービス）

全体事故件数　　740件

事故発生場所
発生場所 件数

居室 352 48%
食堂 89 12%
廊下 55 7%
風呂/脱衣所 42 6%
トイレ 34 5%
屋外 31 4%
デイルーム・ホール等 34 5%
不明 62 8%
その他 34 5%
合計 740 100%

（不明：感染症・既発状態の発見で特定不可）
（その他：機能訓練室、洗面所、エレベーター等）

事故種別
発生種別 件数

転倒 451 61%
転落 63 9%
誤飲・誤食 31 4%
失踪 11 1%
感染症等 41 6%
介助中 70 9%
自傷 14 2%
不明 42 6%
その他 17 2%
合計 740 100%

（不明：既発状態の発見で特定不可）
（その他：熱傷、交通事故）
症状

症状 件数
骨折 446 60%
切傷/擦過傷 117 16%
打撲/捻挫 59 8%
感染症 38 5%
誤嚥・窒息 25 3%
その他 55 7%
合計 740 100%
（その他：硬膜下血腫、チューブ抜去等）

事故結果
事故結果 件数

通院 364 49%
入院 336 45%
死亡 18 2%
その他 22 3%
合計 740 100%
（その他：感染症、失踪保護等）

トイレ

不明

デイルーム・
ホール等

その他

食堂

廊下

風呂/脱衣所

屋外

居室

居室

食堂

廊下

風呂/脱衣所

トイレ

屋外

デイルーム・
ホール等
不明

その他

失踪

感染症等

介助中

自傷

不明

誤飲・誤食

その他

転倒

転落

転倒

転落

誤飲・誤食

失踪

感染症等

介助中

自傷

不明

その他

誤嚥・窒息

その他

骨折

切傷/擦過傷

打撲/捻挫

感染症

骨折

切傷/擦過傷

打撲/捻挫

感染症

誤嚥・窒息

その他

死亡

その他

通院
入院

通院

入院

死亡

その他
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